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⑥奨学生適格認定
　日本学生支援機構の奨学生は、毎年１回（１月頃）、「奨学金継続願」をインターネットで
提出する必要があります。これを怠った場合は、奨学生の資格を失います。提出する時期が
決まり次第、メールニュース、学生情報システム掲示板でお知らせします。
　提出された「奨学金継続願」の記載内容と平素の学業成績等を総合的に審査し、奨学金継
続の可否を判断しますので、健康に留意し、学業に励んでください。

⑦奨学金の返還
　奨学金は貸与であり、卒業・退学後には返還の義務があります。卒業予定者に対し、返還
手続き説明会を開催しますので（毎年 11 月頃）、該当者は必ず出席してください。説明会の
日程は、メールニュース、学生情報システム掲示板でお知らせします。

⑵その他の奨学制度
　地方公共団体又は民間団体による奨学制度があり、募集はその都度メールニュース及び学生
情報システム掲示板でお知らせします。
　なお、日本学生支援機構の奨学金と重複して貸与を受けることができない場合がありますの
で、申し込みをする際には注意してください。

５　学生表彰制度

⑴島根県立大学賞
　本学の学生が、学術、芸術、スポーツ、文化活動及び社会活動において他の学生の模範とな
る活動を行い、優秀な成果を挙げた場合に表彰します。
◇対象：学生個人及び団体
◇選考方法：教員からの推薦に基づき審査を行い、学長が決定します。

⑵成績優秀者奨学金
　本学の２年次以上の学生で、前年度の学業成績が優秀な学生に対し、奨学金を給付します。
◇選考基準：前年度の学業成績指数（※）が上位の者（ただし、登録単位数等について一定

の条件があります。）

※学業成績指数＝　
優の単位数×４＋良の単位数×３＋可の単位数×２

優の単位数＋良の単位数＋可の単位数
◇給付対象者数：12名（各学年４名）
◇奨学金給付額：１人当たり10万円
※平成24年度より新制度に移行し、対象者数・給付額ともに拡げます。


